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立川市高齢者福祉介護計画（第９次高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画）

原案について 

 

・計画素案からの主な変更内容について 

 

No 頁 該当箇所 変更前 変更後 

1 3 第１章 計画の策定

に当たって 

 

３ 本計画の重点取組項目と

目指す姿 

本計画では、本市の目指す姿

として「たちかわしの強みを

生かし、魅力あるまちへ」を

掲げ、 

３ 本計画の重点取組項目と

目指す姿 

本計画では、本市の目指す姿

として「立川市の強みを生か

し、魅力あるまちへ」を掲

げ、 

2 6 第１章 計画の策定

に当たって 

第４節 計画策定の

経過 

 ３ パブリックコメントの実

施 

表中にパブリックコメント実

施に関する情報を追記しまし

た。 

3 26 第２章 高齢者を取

り巻く現状と課題 

第３節 日常生活圏

域別の状況 

 ２ 高齢化率等の状況 

表の下、注記に 

「※認知症高齢者数は新型コロナ

ウイルス感染症拡大防止のため

の臨時的取扱いにより有効期間

の延長を行った者は除きます」と

追記しました。 

4 

 

33 第２章 高齢者を取

り巻く現状と課題 

第３節 日常生活圏

域別の状況 

北部東わかば地域包括支援セ

ンター 

北部東わかば地域包括支援セ

ンター 

サテライト BASE☆298（若葉

町団地内） 

出張包括（栄福祉会キッチン

さかえ内、公務員宿舎共用棟

内） 

5 34 第２章 高齢者を取

り巻く現状と課題 

第３節 日常生活圏

域別の状況 

少しでも利用しやすくするた

めに週1回ではありますが栄

町にて出張包括を行い、活動

拠点を増やしました。しかし

利用者数は少なく包括のあり

方や運用方法を検討する必要

があります。 

 

少しでも利用しやすくするた

めに、出張包括を栄町に2か

所設置して活動拠点を増やし

ました。まだ、利用者が少な

いため、センターのあり方や

運用方法を検討していく必要

があります。 

 【令和５年１２月１２日厚生産業委員会における素案からの変更】 

令 和 ６ 年 ３ 月 ５ 日 

厚生産業委員会 報告資料14―２ 

福 祉 保 健 部 高 齢 福 祉 課 

福 祉 保 健 部 介 護 保 険 課 
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No 頁 該当箇所 変更前 変更後 

6 73 第３章 計画の基本

理念と基本目標 

第４節 施策体系 

基本目標４・２・ 

（73）介護人材の確保・育

成・定着事業の支援 

基本目標４・２・ 

（73）介護人材の確保・育

成・定着の支援 

 

7 74 第４章 高齢者施策

の展開 

基本目標１ 自らの

人生設計を全うで

きるまちづくり 

32.1％の方が「わからない」

と回答していました。 

32.1％の方が「わからない」

と回答していました。また、

自宅で最期を迎えることが

「難しいと思う」と回答して

いる人の内、80.1％の人が

「家族や親族に肉体的・精神

的な負担をかけるから」と感

じている状況です。 

8 75 第４章 高齢者施策

の展開 

基本目標１ 自らの

人生設計を全うで

きるまちづくり 

ボランティア人材の有効活用

と地域の潜在的加入者の促進 

ボランティア人材の活動と地

域の潜在的加入者の促進 

9 75 第４章 高齢者施策 

の展開 

基本目標１ 自らの

人生設計を全うで

きるまちづくり 

 ACPに関するコラムを削除

し、用語集P202に説明を追記

しました。 

10 77 第４章 高齢者施策 

の展開 

基本目標１ 自らの

人生設計を全うで

きるまちづくり 

1-1-(1) 0次予防の 

推進 

「立川市の０次予防」のイメ

ージ図中段の「具体的には」

の事例 

「フレイル予防」 

チームオレンジ 

エンディング支援 

「立川市の０次予防」のイメ

ージ図中段の「具体的には」

の事例 

チームオレンジ 

エンディング支援 

11 79 第４章 高齢者施策 

の展開 

基本目標１ 自らの

人生設計を全うで

きるまちづくり 

1-1-(5) 民間企業

との連携による介

護予防の推進 

 

 

 

 

 

協定締結している事業者の

他、地域の自治会や民間事業

者等の協力を得て、一般介護

予防事業等を実施しました。 

連携協定による事業として、

フレイル予防アプリの活用や

講座の開催、認知症の普及啓

発等の事業を実施しました。 

また、協定締結している事業

者の他、ダイハツ東京販売株

式会社の協力を得て、健康安

全運転講座を実施しました。 
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No 頁 該当箇所 変更前 変更後 

12 85 第４章 高齢者施策 

の展開 

基本目標１ 自らの

人生設計を全うで

きるまちづくり 

1-4-(14) シルバー

人材センターの活

動の推進 

社会経験豊富な人材の労働力

としての活用につなげるた

め、 

社会経験豊富な人材の活躍の

場につなげるため、 

13 90 第４章 高齢者施策 

の展開 

基本目標１ 自らの

人生設計を全うで

きるまちづくり 

1-6-（22）移動しや

すい環境整備の推

進 

基本施策の概要 

高齢者・障害者を含むすべて

の市民の社会参加が進むよう

「立川市福祉のまちづくり指

針」に基づき、歩行者の歩行導

線上の段差解消、拡幅、平坦性

の確保などのバリアフリー化

を進め、歩きやすく利用しや

すい歩道などを整備します。 

また、交通弱者となる高齢者

が住み慣れた自宅等で生活を

続けていくための移動支援の

方向性について検討します。 

 

令和６～８年度の方向・目標 

バリアフリーに関する道路整

備のこれからの方向性につい

て、立川市福祉のまちづくり

指針の見直しなどの検討を行

います。 

また、移動支援については、国

のガイドラインや、他自治体

の実施状況を鑑み、本市にお

ける支援について検討を行い

ます。 

基本施策の概要 

高齢者・障害者を含むすべて

の市民の社会参加が進むよう

「立川市福祉のまちづくり指

針」に基づき、歩行者の歩行

導線上の段差解消、拡幅、平

坦性の確保などのバリアフリ

ー化を進め、歩きやすく利用

しやすい歩道などを整備しま

す。 

 

 

 

 

令和６～８年度の方向・目標 

バリアフリーに関する道路整

備のこれからの方向性につい

て、立川市福祉のまちづくり

指針の見直しなどの検討を行

います。 

 

※下線部の記載につきまして

は、一つの施策の枠組みで解

決することが難しく、全庁的

な連携、協議が必要であるた

め、P75の■本計画の方針の7

番目に内容を修正して記載し

ました。 

「〇交通弱者に対する移動支

援については、庁内関係部署

と連携しながら情報収集を行

い、その結果を踏まえ、支援

のあり方等を検討していきま

す。」 
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No 頁 該当箇所 変更前 変更後 

14 97 第４章 高齢者施策 

の展開 

基本目標１ 自らの

人生設計を全うで

きるまちづくり 

1-10-(35) 切れ目

のない在宅医療と

介護の提供体制の

整備 

現状 

立川市訪問看護連絡会、立川

市訪問介護事業所連絡会 

現状 

立川市訪問看護連絡会、立川

市主任介護支援専門員連絡

会、立川市訪問介護事業所連

絡会 

15 97 第４章 高齢者施策 

の展開 

基本目標１ 自らの

人生設計を全うで

きるまちづくり 

1-10-（35）切れ目

のない在宅医療と

介護の提供体制の

整備 

現状 

多職種研修参加者数 

令和4年度 63名 

 

医療介護連携推進多職種研修

を開催し、～～。 

～～ 

また、在宅医療介護連携推進

協議会において、立川市医師

会、立川市歯科医師会、 

現状 

多職種研修参加者数  

令和4年度 155名 

 

在宅医療介護連携推進多職種

研修を開催し、～～。 

～～ 

また、立川市在宅医療・介護

連携推進協議会において、立

川市医師会、立川市歯科医師

会、 

16 101 第４章 高齢者施策 

の展開 

基本目標２ 認知症

になっても、そう

でない人も、共に

暮らせるまちづく

り 

■本市の現状と課題 

○略 

○略 

○認知症支援に対する体制整

備は、～～ また、認知症サ

ポーター養成講座、ステップ

アップ講座修了者の活動の場

としての「チームオレンジ」

の体制強化～～ 

■本市の現状と課題 

○略 

○略 

〇認知症支援に対する体制整

備は、～～また、認知症サポ

ーター養成講座、認知症サポ

ーターステップアップ講座修

了者の活動の場としての「チ

ームオレンジ」の体制強化～ 

17 121 第４章 高齢者施策 

の展開 

基本目標３ 相談か

らサービスにつな

がるまちづくり 

3-1-（56）地域包括

支援センター機能

の強化体制の整備 

令和６～８年度の方向・目標 

 

前計画に引き続き、継続して

実施し、～～ 地域包括支援

センター・福祉相談センター

職員の人材育成（ファシリテ

ーション研修の実施）を行っ

ていきます。 

 

 

 

 

 

令和６～８年度の方向・目標 

 

前計画に引き続き、継続して

実施し、～～ 地域包括支援

センター・福祉相談センター

職員の人材育成を行っていき

ます。 
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No 頁 該当箇所 変更前 変更後 

18 126 第４章 高齢者施策 

の展開 

基本目標３ 相談か

らサービスにつな

がるまちづくり 

3-2-（62）消費生活

相談の実施 

令和６～８年度の方向・目標 

 

【生活安全課】 

本市の福祉関係部署をはじ

め、社会福祉協議会、地域包

括支援センター、病院など、

行政と地域組織による、地域

ケア推進会議に定期的に出席

し、情報を提供しながら、被

害の未然防止と消費生活セン

ターへの誘導を図り、高齢者

の見守りおよび消費者被害の

回復に繋げます。 

令和６～８年度の方向・目標 

 

【生活安全課】 

本市の福祉関係部署をはじ

め、社会福祉協議会、地域包

括支援センター、病院など、

行政と地域組織による、地域

ケア推進会議に定期的に出席

し、情報を提供しながら、被

害の未然防止と消費生活セン

ターへの誘導を図り、高齢者

の見守りおよび消費者被害の

回復に繋げます。また、高齢

福祉課と連携し、「消費者安

全確保地域協議会」を立ち上

げます。 

19 131 第４章 高齢者施策 

の展開 

基本目標３ 相談か

らサービスにつな

がるまちづくり 

3-3-（70）補聴器購

入費助成事業の実

施 

 

基本施策の概要 

加齢により耳の聞こえが悪

く、補聴器が必要となった高

齢者に、補聴器購入費用の一

部助成の実施を検討します。

また、購入後に、正しく使う

ことができるよう認定補聴器

技能者などによる市民向けセ

ミナーの開催を検討します。 

基本施策の概要 

難聴等により聞こえに課題が

ある18歳以上の方に対し、補

聴器購入費用の一部助成を実

施します。また、購入後に、

正しく使うことができるよう

認定補聴器技能者などによる

市民向けセミナーの開催を検

討します。 

20 138 第４章 高齢者施策 

の展開 

基本目標４ より良

い介護サービスが

受けられるまちづ

くり 

4-2-（73）介護人材

の確保・育成・定

着への支援 

令和６～８年度の方向・目標 

 

・略 

・略 

・介護職員のキャリアアップ

のために研修受講費用等の助

成対象の拡充を検討します。 

・介護福祉士等の有資格者

で、介護職として働いていな

い方の復職を支援するため、

復職等奨励事業（費用の一部

助成等）の実施を検討しま

す。 

・市内の介護サービス事業所

において、勤務期間が所定の

年数（10年および20年）に達

した介護職員に対し、永年勤

令和６～８年度の方向・目標 

 

・略 

・略 

・介護職員のキャリアアップ

のために研修受講費用等の助

成対象を拡充します。 

・市内の介護サービス事業所

において、勤務期間が所定の

年数（10年および20年）に達

した介護職員に対し、永年勤

続表彰を実施します。 

・市内の介護保険施設では多

数の外国人介護人材が介護サ

ービスに従事しているため、

外国人を受け入れている施設

への支援を実施します。ま
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No 頁 該当箇所 変更前 変更後 

続表彰の実施を検討します。 

・市内の介護保険施設では多

数の外国人介護人材が介護サ

ービスに従事しているため、

外国人を対象に実施している

日本語教室の案内を行うとと

もに、外国人を受け入れてい

る施設への支援を検討しま

す。 

・略 

た、外国人を対象に実施して

いる日本語教室の案内を行い

ます。 

・介護福祉士等の有資格者

で、介護職として働いていな

い方の復職を支援するため、

復職等奨励事業（費用の一部

助成等）の実施を検討しま

す。 

・略 

21 143 第４章 高齢者施策 

の展開 

基本目標４ より良

い介護サービスが

受けられるまちづ

くり 

4-4-(79) 医療・介

護情報基盤の整備

等DXの推進 

国が構築した電子申請・届出

システムへの早期の利用開始

に取り組むとともに、介護情

報基盤の整備については、保

険者が実施主体であることか

ら、国等の動向を注視し適切

に整備していきます。また、

電子申請できる申請手続きを

拡げていくとともに、効果

的・効率的な業務執行方法を

検討し、利用者等の利便性を

向上していきます。 

令和６～８年度の方向・目標 

 

国が構築した電子申請・届出

システムへの早期の利用開始

に取り組むとともに、介護情

報基盤の整備については、保

険者が実施主体であることか

ら、国等の動向を注視し適切

に整備していきます。また、

要介護認定申請に係る更新及

び変更の申請など、電子申請

できる申請手続きを拡げてい

くとともに、効果的・効率的

な業務執行方法を検討し、利

用者等の利便性を向上してい

きます。 

22 148 第５章 介護保険事

業に関する見込み 

第１節 介護保険サ

ービスの見込み額

の推計 

 

２ 要介護・要支援認定者数

の推計 

 

第１号被保険者の増加に伴

い、～～～第９期計画期間が

終了する令和８(2026年度）

には、要介護・要支援認定者

数は9,699人になると想定し

ています。 

２ 要介護・要支援認定者数

の推計 

 

第１号被保険者の増加に伴

い、～～～第９期計画期間が

終了する令和８（2026）年度

には、要介護・要支援認定者

数は9,699人になると推計し

ています。 

23 147 

～ 

190 

第５章 介護保険事

業に関する見込み 

 ※第５章で介護保険サービス

の見込み量の推計を行い、第

６章で介護保険料の設定等に

ついて記載することに修正し

ました。 
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No 頁 該当箇所 変更前 変更後 

24 183 

～ 

188 

第５章 介護保険事

業に関する見込み 

 ※介護保険料の設定につい

て、具体的な数値を記載し、

第９期介護保険料基準額を記

載しました。 

また、Ｐ184に社会保障審議

会の資料を追加しました。 

25 193

～ 

資料編  ※資料編の内容を記載しまし

た。 

また、第４節にサービス事業

所の設置状況を追加しまし

た。 

26 全体  表等の数値・グラ

フ等のデータにつ

いて 

 令和５年10月１日現在等、基

準日時点での数値に修正しま

した。 

27 全体 用語説明について  用語説明に該当している用語

について、※（アスタリスク）

を追記しました。 

※網掛けはパブリックコメントを受けた変更 


